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 総合計画とは  

 

 

 

 

 

 計画策定の基本姿勢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画の構成と期間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まちの将来像  

 

 

 

 

 

 

  

本計画は、今後の本町の“将来像”を描き、その実現に向けた方向性を明確にし、計画的かつ持続的な

推進を図ることを目的として策定するものです。また本計画は、本町の行財政運営の最上位計画に位置づ

けられ、分野別の個別計画は、全て本計画の考え方に沿って策定されるものとなります。 

本計画の策定にあたっては、これまでのまちづくりの実績を基本とし、本町を取り巻く新たな時代の潮

流及び本町の地域特性、さらに町民意識調査や若者アンケート調査、町民ワークショップ※に寄せられた

まちづくりに対する評価やこれからのまちづくりへのニーズの動向などを十分に踏まえることとします。 

 

※ワークショップ：地域の様々な立場の人々が参加し、コミュニティの諸課題を協力して解決したり、各種の共同作業を 

通じて計画づくりなどを進めていく手法。 

本計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３層で構成します。 

 

基
本
構
想 

本町が目指す将来像を明らかにし、その実現の

ための基本的なまちづくりの方向性を示すも

のです。基本構想は、議会の議決を経て、令和

３年度から令和 12 年度までの 10 年間の構想

として策定しています。 

基
本
計
画 

まちづくりの各分野における具体的な施策や

目標を示したものです。後期基本計画として、

令和８年度から令和 12 年度までの５年間を計

画期間とし策定を行います。 

実
施
計
画 

基本計画に示した施策・事業を実行していくた

めの年次計画です。計画期間は３年間となって

おり、毎年ローリング方式により見直しを行い

ます。 

 

まちの将来像は以下のように設定します。 

 

人・緑・未来 つなぎ はぐくむ ながよ～幸福度日本一のまちをつくる～ 

１．人（をつなぎはぐくむ）人と人の繋がりがある、安心して暮らせるまち 

２．緑（をつなぎはぐくむ）自然を慈しむ、やすらぎのあるまち 

３．未来（をつなぎはぐくむ）未来を創り、育んでいくまち 
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 目標人口・世帯数  

 

 

 

 

 

 

 

 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各種施策の効果的推進に努め、若い世代の結婚・出産・子育ての願いがかない、新たな人が訪れ、活力

ある産業があり、いくつになっても安心して暮らせる町を実現することなどを通じ、本町の求心力の向上、

出生率の向上及び定住人口の維持・増加を図ることとし、10 年後の令和 12 年度目標人口・世帯数を以下

のとおり設定します。 
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①
地
域
産
業
の
活
性
化
に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

②
訪
れ
た
い
、
住
ん
で
み
た
い
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

③
す
な
お
で
元
気
な
長
与
っ
子
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

④
健
康
づ
く
り
と
長
生
き
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

基本目標１ 

協働による 

持続可能な社会 

基本目標２ 

心を育む 

教育と文化 

１ 多様な協働の環境づくり 

２ 地区コミュニティ活動の推進 

３ 自治会活動の推進 

４ 経営感覚のある行政運営 

５ 健全な財政基盤の維持 

６ 子どもが健やかに育つ環境づくり 

７ 学校教育の充実 

８ 社会教育の推進 

９ 生涯スポーツの推進 

10 文化・芸術の振興 

11 国際色豊かなまちづくりの推進 

12 人権に関する啓発活動の推進 

13 平和意識の高揚 

14 男女共同参画社会の実現 

15 農業の振興 

16 林業の振興 

17 水産業の振興 

18 商業の振興 

19 工業の振興 

20 シティプロモーションの推進と移住・関係人口の拡大 

21 雇用環境の充実 

22 市街地の整備 

23 上水道の整備 

24 下水道の整備 

25 道路の整備 

26 地域公共交通の充実 

27 地域情報化の推進 

28 消防・防災体制の強化 

29 交通事故防止対策の推進 

30 安全な生活環境づくり 

31 健康づくりの推進 

32 感染症対策の充実 

33 医療体制の充実 

34 結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実 

35 高齢者福祉の充実 

36 地域福祉の充実 

37 障がい者福祉の充実 

38 社会保険制度の充実と原爆被爆者対策 

39 快適で持続可能な生活環境づくり 

基本目標３ 

創造性と活力 

ある産業 

基本目標４ 

魅力あるまちと 

新しいひとの流れ 

基本目標５ 

安全・快適・便利

な暮らし 

基本目標６ 

ぬくもりのある 

健康と福祉のまち 

目標人口 ► 42,000人   目標世帯数 ► 17,500世帯 

基本構想 後期基本計画（長与町デジタル田園都市国家構想総合戦略／第３期総合戦略） 

将来像 基本目標（６） 戦略プロジェクト（４） 施策（39） 
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 まちづくりの基本目標  
 

基本目標１ 協働による持続可能な社会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 心を育む教育と文化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策１ 多様な協働の環境づくり 

計画の目標 町民と共に長与の未来を考え、共感し、実践できる“協働”の環境を創ります。 

取組１ 多様な協働の機会づくり   取組２ 協働を支える団体や人材の育成と活動支援 

取組３ 大学や企業等との連携による協働のまちづくりの推進 

施策３ 自治会活動の推進 

計画の目標 安全・安心な暮らしを支える最も身近な住民組織として、自治会活動への支援と持続可能な自治会組織の育成に努めます。 

取組１ 自治会活動への支援    取組２ 自治会活動への理解醸成と加入促進 

施策２ 地区コミュニティ活動の推進 

計画の目標 小学校区を基本とした５つの地区コミュニティ活動を支援し、住民参加によるまちづくりを活性化させます。 

取組１ 地区コミュニティ活動への支援   取組２ 地区コミュニティ活動への理解醸成と参加促進 

施策４ 経営感覚のある行政運営 

計画の目標 地域課題の解決や住民サービスの向上に向け、広聴機会の充実を図るとともに、広域行政やICT技術の活用等により、効率的で質の高い行政運営に努めます。 

取組１ 行政情報の発信と広聴機会の充実  取組２ 行政改革の推進 

取組３ 広域行政の推進    取組４ 多様な官民連携手法（PPP）の導入検討 

施策５ 健全な財政基盤の維持 

計画の目標 自主財源の確保に努めながら、施策評価等の PDCAと連動した効率的で健全な財政運営を行います。 

取組１ 計画的かつ安定的な財政運営 取組２ 自主財源の確保  取組３ 町有財産の適正管理 

施策６ 子どもが健やかに育つ環境づくり 

計画の目標 家庭、地域、保育所・幼稚園、認定こども園や学校が一体となり質の高い乳幼児教育・保育や青少年の健全育成を推進します。 

取組１ 乳幼児教育・保育の充実   取組２ 青少年の健全育成 

施策８ 社会教育の推進 

計画の目標 町民一人一人の学びを支援し、資質や能力の向上を図るとともに、それを地域で活かし合うことで、「人づくり」「地域づくり」「つながりづくり」を推進します。 

取組１ 社会教育推進体制の整備   取組２ 学校教育と連携した社会教育の推進 

取組３ 社会教育関係団体の育成・支援 

施策７ 学校教育の充実 

計画の目標 児童生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、他者と協働しながらより良い未来を切り拓く資質・能力を育みます。 

取組１ 確かな学力の育成  取組２ 豊かな心の醸成  取組３ 健やかな体の育成 

取組４ 安心・安全な学校づくり 取組５ 家庭・地域との協働  取組６ 教育環境の整備・充実 

取組７ 教職員の資質・能力の向上 

施策９ 生涯スポーツの推進 

計画の目標 町民が気軽に参加でき、生きがいや健康づくりの意識の高揚を図る生涯スポーツを推進します。 

取組１ スポーツ・健康まちづくりの推進  取組２ スポーツ大会・教室の充実及び参加促進 

取組３ スポーツ団体・指導者・競技者の育成と支援 取組４ スポーツ環境の充実と有効活用 

施策 10 文化・芸術の振興 

計画の目標 文化財をはじめとする地域文化の保存・活用を図りながら、町民が主体的に参加できる文化・芸術環境を創造します。 

取組１ 文化財の保存・活用  取組２ 文化・芸術環境の創造 取組３ 地域文化の振興 

施策 11 国際色豊かなまちづくりの推進 

計画の目標 町民の国際理解を深め、多文化が共生するまちづくりを進めます。 

取組１ 国際交流の推進    取組２ 多文化共生の推進 

施策 12 人権に関する啓発活動の推進 

計画の目標 全ての人々の人権が尊重される社会をつくります。 

取組１ 人権・同和教育、啓発の推進   取組２ 相談機関との連携と啓発活動の推進 

施策 13 平和意識の高揚 

計画の目標 核兵器の廃絶と「紛争と戦争のない世界の実現」を目指します。 

取組１ 平和意識の高揚 
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基本目標３ 創造性と活力ある産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標４ 魅力あるまちと新しいひとの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標５ 安全・快適・便利な暮らし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 14 男女共同参画社会の実現 

計画の目標 男女があらゆる分野で活躍できる、男女共同参画社会を目指します。 

取組１ あらゆる分野における女性の参画拡大  取組２ 誰もが能力を発揮し、多様な働き方ができる環境づくり 

取組３ 安全・安心な暮らしの実現   取組４ 推進体制の整備・強化 

施策 15 農業の振興 

計画の目標 生産性の向上や担い手育成、高品質化により持続可能な農業を目指します。 

取組１ 農業生産基盤の充実・維持管理   取組２ 担い手育成・経営基盤の強化 

取組３ 生産性の向上と高品質化、販路拡大  取組４ 体験農業の推進 

施策 16 林業の振興 

計画の目標 森林整備等を通じ、森林の多面的機能の維持・向上に取り組みます。 

取組１ 森林の保全と活用    取組２ 治山事業の推進 

施策 17 水産業の振興 

計画の目標 漁場環境改善や「つくり育てる漁業の推進」により水産業の振興を図ります。 

取組１ 漁業生産基盤の整備  取組２ つくり育てる漁業の推進 取組３ 消費拡大の促進 

施策 18 商業の振興 

計画の目標 既存店舗の経営安定化支援や創業・事業承継支援等による商業振興に努めます。 

取組１ 経営安定化と販売力向上に向けた支援 取組２ 創業支援事業の推進  取組３ 地域特性に応じた商業環境の充実 

施策 19 工業の振興 

計画の目標 持続可能な経営基盤づくりや新分野への進出・事業承継を後押しし、工業振興に努めます。 

取組１ 持続可能な経営基盤づくりへの支援  取組２ 新分野への進出支援 

施策 20 シティプロモーションの推進と移住・関係人口の拡大 

計画の目標 本町の魅力や暮らしやすさに関する情報発信に取り組み、交流拡大による地域活性化を図ります。 

取組１ 大村湾などの地域資源を活かした取組の推進 取組２ 情報発信・シティプロモーションの推進 

取組３ 移住・定住の促進 

施策 21 雇用環境の充実 

計画の目標 誰もが居場所と役割を持つ「生涯活躍のまち」の実現に向け、多様なニーズに応じた雇用機会の創出に努めます。 

取組１ 企業誘致・創業支援による雇用機会の拡大  取組２ 多様な就業ニーズに応じた雇用機会の創出 

施策 22 市街地の整備 

計画の目標 自然環境と調和した、誰もが暮らしやすい魅力的な市街地を形成します。 

取組１ 計画的な土地利用の推進 取組２ 住宅環境の整備  取組３ 公園・緑地の整備 

取組４ 橋梁・河川・港湾の整備 取組５ 良好な景観形成やユニバーサルデザインへの対応 

施策 23 上水道の整備 

計画の目標 安全な水の安定的な供給を維持します。 

取組１ 安全な水の安定供給  取組２ 確実に給水できる水道の構築 取組３ 健全経営の継続 

施策 24 下水道の整備 

計画の目標 下水道施設の長寿命化や経営基盤の強化に取り組みながら、安定的な下水道事業を推進します。 

取組１ 大村湾の水質保全  取組２ 計画的な下水道施設の構築 取組３ 健全経営の継続 

施策 25 道路の整備 

計画の目標 暮らしと経済活動を支える道路網の整備を推進します。 

取組１ 幹線道路の整備    取組２ 生活道路の維持管理と安全対策の推進 

施策 26 地域公共交通の充実 

計画の目標 地域公共交通体系の維持や改善に取り組みます。 

取組１ 公共交通の利用促進    取組２ 利用者ニーズに応じた移動手段の検討 
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基本目標６ ぬくもりのある健康と福祉のまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策 27 地域情報化の推進 

計画の目標 情報通信技術を活用し、豊かで魅力あるまちづくりを展開します。 

取組１ ICTを活用した多様なまちづくりの展開  取組２ 庁内業務の ICT活用推進 

取組３ 情報リテラシーの向上 

施策 28 消防・防災体制の強化 

計画の目標 災害や緊急事態から町民の生命と財産を守る消防・防災体制を強化します。 

取組１ 消防・救急・緊急体制の充実・強化  取組２ 防災・減災への取組 

取組３ 地域と連携した災害に対する備えと意識啓発 

取組４ 広域連携による安全確保のための取組の推進（大規模災害やテロ等の対策） 

施策 29 交通事故防止対策の推進 

計画の目標 交通事故がない安全なまちづくりを目指します。 

取組１ 交通安全に関する意識啓発   取組２ 交通安全対策の推進 

施策 30 安全な生活環境づくり 

計画の目標 犯罪を未然に防ぐまちづくり・人づくりを進めます。 

取組１ 防犯に関する意識啓発 取組２ 犯罪を防ぐ地域づくり 取組３ 安全な消費生活環境の整備 

施策 31 健康づくりの推進 

計画の目標 健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図ります。 

取組１ 健康寿命の延伸に向けた意識啓発と主体的な活動支援 取組２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

取組３ 心の健康づくりと自殺対策    取組４ 食育による健康づくり 

取組５ 口腔ケアによる健康づくり 

施策 32 感染症対策の充実 

計画の目標 感染・発症・重症化予防の取組や危機管理体制の整備等、感染症対策の充実を図ります。 

取組１ 感染症に関する知識の普及 取組２ 予防接種の推進  取組３ 危機管理体制の構築 

施策 33 医療体制の充実 

計画の目標 地域医療ネットワークによる質の高い医療サービスを提供します。 

取組１ 医療連携による質の高い医療サービスの提供 取組２ 救急医療体制の充実 

施策 34 結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実 

計画の目標 結婚から出産、子育てまで、安心して子どもを産み育てられるまちをつくります。 

取組１ こども家庭センターの充実 取組２ 妊産婦や乳幼児の健康づくり 取組３ 子育て支援環境の整備 

取組４ 子育てと仕事の両立支援 取組５ 結婚の希望をかなえる取組の推進 

施策 35 高齢者福祉の充実 

計画の目標 高齢者一人一人が有する能力の維持・向上のために、きめ細かな取組を推進します。 

取組１ 介護予防と地域の支え合い活動・生きがいづくりの推進 

施策 36 地域福祉の充実 

計画の目標 誰もが住み慣れた地域で、個性を活かし、お互いが支え合い、助け合うことにより、安心して生活をすることができる地域社会づくりを進めます。 

取組１ 地域で支え合う体制づくり   取組２ 地域福祉活動の充実と担い手づくり 

施策 37 障がい者福祉の充実 

計画の目標 障がいのある人、一人一人の個性と多様性が尊重され、能力を発揮できるまちをつくります。 

取組１ 障がい者の地域生活支援 取組２ 障がい者の社会参加支援 取組３ 障がい者を支える環境づくり 

施策 38 社会保険制度の充実と原爆被爆者対策 

計画の目標 社会保険制度の持続可能な運用を図ります。また、被爆者の方々への支援を継続的に行います。 

取組１ 介護保険制度の円滑な実施   取組２ 国民健康保険制度・後期高齢者医療制度の円滑な運用 

取組３ 原爆被爆者対策 

施策 39 快適で持続可能な生活環境づくり 

計画の目標 豊かな自然環境と美しい街並みを大切に守り育てるとともに、環境に優しいまちづくりを進めます。 

取組１ 自然環境の保全と快適で美しいまちづくりの推進 取組２ 地球温暖化防止活動の推進 
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戦略プロジェクト 

国のまち・ひと・しごと創生法に基づく地方版総合戦略を総合計画と一体的に策定しております。総合計画を

構成する 39 の施策から関連する主要な取組を集約し、国の４つの施策の方向に則して「４つの戦略プロジェク

ト」として整理します。 

 

 プロジェクト１ 地域産業の活性化に向けたまちづくりプロジェクト  

 

 

 

 

 

 主な取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プロジェクト２ 訪れたい、住んでみたい魅力的なまちづくりプロジェクト  

 

 

 

 

 

 

 主な取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域における労働力人口の減少、消費市場の縮小が懸念される中、住み続けたいと思えるような地域を実

現するためには、地域の稼ぐ力を高め、魅力的な産業・雇用機会を創出することが重要です。 

そのために、既存の産業基盤の維持に努めるとともに、関係機関と連携した創業支援・人材確保などに取

り組み、本町の産業を活性化させ、町内や圏域で働き、住み続けられるようなまちづくりを目指します。 

★ 後継者の育成及び認定農業者の経営基盤強化 

★ UIターンと連携した新規就農者の確保 

★ 農地の集約・流動化（賃貸借等）による担い手

への集積と耕作放棄地の解消 

★ 農商工連携や企業参入等による６次産業化の促進 

★ スマート農業による効率的な生産技術導入へ

の支援 

★ 高付加価値商品の生産支援 

★ 直売所向け農作物の生産支援による地産地消

の推進 

★ 魅力ある店舗づくり、販路拡大への支援 

★ 商工会や関係機関と連携した創業支援の充実 

★ 商工会や県立大学と連携した創業支援 

★ 大学等との連携による就業機会の創出 

将来にわたってまちの活気と賑わいを維持していくために、関係・交流人口を増加させるとともに、移

住・定住につなげるという「ひとの流れ」を作り出すことが重要です。 

ここでは、本町の強みを効果的に発信したり、遊び心のあるイベントや事業を展開していくことで、「長

与って面白い」「長与を訪れたい」と思わせるような「つながり」づくりに努めます。 

また、今住んでいる人にとっても、ずっと住み続けたくなるまちづくりを目指します。 

★ 農業体験・漁業体験等グリーン・ツーリズムの推進 

★ シーサイドマルシェ等の特産品の PR イベント

の開催 

★ 県や近隣市町と連携した観光プロモーション

等の推進 

★ 潮井崎キャンプ場の利用促進 

★ SNSやイメージキャラクターを活用したシティ

プロモーションの推進 

★ ふるさと応援寄付金事業を活用した情報発信 

★ 文化財（有形、無形、史料等）の保存・活用 

★ 移住・定住促進に向けた情報発信 

★ きめ細かな移住相談の実施 

★ 支援金等の移住・定住促進事業の実施 

★ ふるさと住民登録制度等国の施策と連携した

取組の推進 

★ サテライトオフィス・コワーキングスペースの

活用促進 

★ 広域行政による行政サービス・施策の推進 

★ 長崎広域連携中枢都市圏における連携事業の推進 

★ 立地適正化計画に基づく適正な土地利用の推進 

★ 公共施設の規模と配置の適正化に向けた検討 

★ 地域の特性に配慮した各公園施設の整備・更新

の推進 
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 プロジェクト３ すなおで元気な長与っ子育成プロジェクト  

 

 

 

 

 

 

 

 主な取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プロジェクト４ 健康づくりと長生き・安心まちづくりプロジェクト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後人口を維持していくためには、長期的な視点に立ちながら少子化を改善していく必要があるため、結

婚・妊娠・出産・子育ての各段階に応じ、切れ目のない支援を推進します。 

また、幼児教育・保育サービスや放課後児童クラブの充実などを図ることで、ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）の実現と仕事と子育ての両立に向けた取組を進めます。 

さらに、学校教育にも引き続き注力し、多様化する時代へ対応することによる「生きる力」を育む教育環

境を構築し、子どもが持つ力や個性を最大限引き出すことで、「たくましく心豊かな長与っ子」を育みます。 

★ 結婚支援事業の推進 

★ 子どもに関する相談体制の充実 

★ 妊婦健康診査、産後ケア事業など妊産婦の健康づくり 

★ 健診や相談事業など乳幼児の健康づくり 

★ 児童館など親子の交流の場の充実 

★ ファミリーサポートセンターの近隣市町との相互

利用 

★ 病児・病後児保育の充実 

★ 幼児教育・保育サービスの量的確保 

★ 放課後児童クラブの充実 

★ 父親の子育て参加の促進 

★ 「ながよ検定」を活用した「読み・書き・計算」

の確実な習得 

★ ICT教育の推進 

★ 小中一貫教育、小中連携、幼保小連携の推進 

高齢者世帯の増加や単身化が進行している中で「まち」の活力を維持するためには、生涯現役の社会づ

くりを推進し、安心して健やかに暮らすことができる地域をつくることが求められています。 

ここでは、町民一人一人の疾病・介護予防や健康増進の取組を支援するとともに、スポーツを通じた健

康づくりを進めます。さらに、誰もが住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生最後まで続けられるよ

う、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に提供される地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

また、安心して住み続けられるまちづくりを進めるために、防災、防犯、交通安全の確保とその担い手

である自治会や地区コミュニティ組織等各種団体相互の連携強化に努めます。 

★ スポーツを通じた健康増進・心身形成・病気予防に

向けた取組の推進 

★ 各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催 

★ 県の健康づくり活動と連携した生活習慣改善の推

進（運動・食事・健診） 

★ 大学や民間と連携した健康づくり事業の充実及び

実証事業等の推進 

★ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の

推進 

★ 老人クラブ・自治会・サロン・ボランティア等によ

る地域の支え合い活動の支援 

★ 在宅医療・介護の連携と充実 

 

★ 自立支援・介護予防の理念の浸透促進 

★ 地区コミュニティ組織・人材のネットワーク強

化と相互交流の促進 

★ 自治会（組織・人材）のネットワーク強化と相

互交流の促進 

★ 多様な主体と連携した日常の移動を支援する

取組の検討 

★ 自主防災活動の支援と避難行動要支援者避難

支援プランの推進 

★ 自治会・地区コミュニティ組織等と連携した防

犯活動の実施 


